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太陽光発電設備の設置・売電と、
グリーン投資減税

エネルギー環境負荷低減促進税制（グリーン投資減税）により、太陽光発電設備等を設置して電力を
売却した法人または個人は、適用の条件を満たせば、次の①～③から一つを選択できます。
①普通償却に加えての取得価額の30％相当額の特別償却
②取得価額全額の償却（即時償却、100％償却）
③中小企業者等（個人事業者も該当する場合あり）に限っての設備取得価額の7％相当額の税額控除
電力の固定価格買取制度と、設備設置への補助金について触れた上で、太陽光発電設備の場合のグ

リーン投資減税の適用条件について述べます。
１．固定価格買取制度

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」により、太陽光発電設備を設置して発電した電力を、長
期間固定価格で売電できます。
制度の利用には、設置前の、設備認定が必要です。発電力10kW未満の太陽光設備の場合、使いきれ

なかった余剰電力を売電（余剰売電）することが条件です。発電した電力すべてをこの制度で売電（全量
売電）できるのは、発電力10kW以上の設備の場合です。

２．補助金
太陽光発電設備の設置には、太陽光発電普及センター（J-PEC）が窓口となる住居用（店舗・事務所等との兼用は可、居住用賃

貸物件への設置も含む）の、国の補助金があります（個人だけではなく法人も申請可）。発電力10kW未満であること等が条件で
す（売電は条件ではありません）。

この他にも補助金はあります。各窓口にご確認ください。

３．グリーン投資減税の適用条件
①青色申告書を提出する法人または個人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合であること等が必要
です。

②また、太陽光発電設備の場合、固定価格買取制度の設備認定がされたものであり、かつ発電力10kW以上であることが条件
です。

③太陽光発電設備等の場合、貸付の用に供した場合は除外されています。
④太陽光設備の場合、電気事業法第2条第1項第9号の電気事業の用に供した場合も除かれています。
⑤国または地方公共団体の補助金等で取得等した設備は対象外です。
⑥なお、設備は財務省告示で定める条件を満たす必要があります。

４．個人の場合の質疑応答事例
個人の場合、グリーン投資減税は、租税特別措置法に「事業所得」の金額の計算上の制度であるとされます。
国税庁ホームページに、①給与所得者である個人が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力売電、②個人商店の経営

者が自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力売電、③不動産賃貸業を営む個人が賃貸アパートに設置した太陽光
発電設備による余剰電力売電、の三つの場合の質疑応答事例が掲載されています。
①の場合で、発電設備を家事用に使用し、その余剰電力を売電したケースでは、「雑所得」に該当するとされます。
②の場合は、電気使用量メーターは一つのケースです。発電設備が店舗と自宅の兼用であるとしても、発電された電力が現に

事業所得を生ずべき業務の様に供されていることから、設備は減価償却資産（事業用資産）に該当し、その資産からの収入はすべ
て「事業所得」の付随収入とされます。減価償却費を必要経費に算入する割合は、発電量のうち売却した電力量以外の割合を店舗
と自宅における使用の実態に基づく使用率や使用面積割合等の合理的な基準による店舗の使用割合によりあん分し、その割合
と発電量のうちの売却した電力量の割合の合計を事業用割合として使用することが考えうるとされています。
③の場合は、発電された電力が共用部分で使用され、不動産所得の必要経費を減少させることから、余剰電力の売却収入も

「不動産所得」とするのが相当であるとされます。
①と③の場合の注釈で、全量売電のケースでは、「事業として行われている場合を除き、雑所得に該当する」とされます。
法人の場合には、個人の様な所得区分の問題は生じませんが、３．の①～⑥の条件について十分にお確かめください。
具体的な場合について詳しくは、税理士や税務署にご確認ください。

東北税理士会郡山支部
税理士 磯貝　卓美

税のミニ通信
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税務署ニュース

【税務署からのお知らせ】

税 務 職 員 を 装 っ た 者 か ら の 不 審 な 電 話 に ご 注 意 く だ さ い ！
■国税局や税務署の職員を名乗る者から電話があり、アンケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の
受給状況、預金残高、口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しています。
※不審な電話があった場合には、即答を避け、①相手の所属部署、②氏名、③電話番号を確認した上で一旦電話を切り、
最寄りの税務署にお問い合わせください。

【問い合わせ先】郡山税務署　総務課　☎024-932-2041（代表）　※　音声案内「2」番を選択してください。
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　11月14日、青年部会「小学生の税に関する標語」、女性部会「小学生の税に関
する絵はがきコンクール」の表彰式を法人会館で開催した。
　小学生に税についての理解を深めてもらおうと標語は９回目、絵はがきは５回
目の実施となる。
　標語の最優秀賞に小川愛音（まなと）さんの「大好きなこの町輝く納税で」絵は
がきの最優秀賞に吾妻一輝さんの作品が輝いた。
　標語は19校から873点、絵はがきは13校から465点の応募があった。

税に関するコンクール表彰式開催税に関するコンクール表彰式開催

けんたくんのワンワンお作法教室開催けんたくんのワンワンお作法教室開催

小学生の税に関する標語
入選作品
小学生の税に関する標語
入選作品

税の絵ハガキコンクール
入選作品
税の絵ハガキコンクール
入選作品

◆最優秀賞（１名）
　◎小野新町小学校 ５年　小川 愛音（おがわ まなと）

　　「大好きなこの町輝く納税で」
◆優 秀 賞（３名）
　◎小原田小学校 ５年　 佐藤 明咲花（さとう あさか）

　　「税金は理想の未来をつくる鍵」
　◎古道小学校 ５年　村上 葵（むらかみ あおい）

　　「税金は花咲く未来切り開く」
　◎富田東小学校 ６年　橋本 紳之介（はしもと しんのすけ）

　　「将来に責任を持つ消費税」
◆金　　賞（３名）
　◎桃見台小学校 ５年　橋本 慧和（はしもと さとわ）

　　「税金で豊かなくらしすてきな未来」
　◎小野新町小学校 ５年　佐藤 爽良（さとう そら）

　　「ぼくたちも知っておきたい税のこと」
　◎富田東小学校 ６年　高橋 瑠奈（たかはし るな）

　　「税金はみんなの汗と変わりない」
◆審査委員特別賞（１名）
　◎小原田小学校 ５年　藁粥 美柚（わらがゆ　みゆ）

　　「消費税子どもの私も納税者」

　女性部会は、１１月１３日学校法人吉野学園わかば幼稚園で年長児５２名(５～６歳)を対象に、「けんたくんのワンワンお作法教室」と題
し、阿部部会長が講師となり、あいさつの仕方、靴の並べ方等日常の簡単なお作法教室を開催した。
　部会長はじめ、着物姿の部会員メンバーに、園児は少々緊張気味の様子だったが、段々と笑顔が
見られるようになった。
　最後に、畳の上で抹茶の体験をしてもらい、珍しい道具や抹茶のたて方に興味津々。
　お行儀よくお座りをして、お隣さんへ「お先に！」。初めての味に「にがーい！」「おいしい！」いろいろ
な歓声が飛び交った。
　飲む前に次の方へ「お先に！」とあいさつをする「思いやりの心」、お茶をたててくれた方に「感謝
の心」を持つ大切さを、お作法教室を通じて伝わったのではないかと思う。

●最優秀賞（1名）
　◎安積第三小学校 6年　吾妻 一輝（あづま いっき）①

●優 秀 賞（2名）
　◎宮城小学校 6年　菅原 悠奈（すがはら はるな）②

　◎美山小学校 6年　山口 鈴未（やまぐち すずみ）③

●金　　賞（1名）
　◎船引小学校 6年　石井 花梨（いしい かりん）

●銀　　賞（2名）
　◎柴宮小学校 6年　武藤 美空（むとう みく）

　◎日和田小学校 6年　横田 佳苗（よこた かな）

●銅　　賞（3名）
　◎安積第三小学校 6年　佐久間 菜々実（さくま ななみ）

　◎多田野小学校 6年　齋藤 そよ花（さいとう そよか）

　◎小野新町小学校 6年　岩塚 李桜（いわつか りお）

●審査員特別賞（1名）
　◎柴宮小学校 6年　鈴木 梨緒夏（すずき りおな）

① ② ③

吾妻 一輝さん 小川 愛音さん

第9回 第5回


